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特 記 仕 様 書 １

〈　建築物解体工事特記仕様書　〉

４　敷　地　面　積
３　主　要　用　途
２　工　事　場　所
１　工　事　名　称

Ⅰ　工  事  概  要

A001

※ 適用する（請負精算額が500万円以上の場合）

・ 防塵対策　・ 一般廃棄物対策　・ 交通障害対策　・ その他( 　　)
・ 騒音、振動対策　・ 大気汚染対策　・ 水質汚濁対策　・ 地盤沈下対策
「実施計画書」には次の内容を記載すること。
の実施計画」について記載するものとする。
施工計画書の"環境対策"内に独立した項目として「環境に配慮した工事
要素をなす「公共工事における環境影響の低減」を推進し達成するため、
請負者は、千葉県が運用を開始している環境マネジメントシステムの構成

工事施工を図ること。
６．環境対策

※　工事着手から工事目的物引き渡しまで保険期間
※　建設工事保険・　火災保険保険の種類

５．火災保険等 工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

に別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。
工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するととも４．事故報告

技術者 ※　適用しない・ 適用する３.電気保安

・ 適用しない
(請負額が2,500万円未満の場合は、受注時のみ）

手続きを行い、工事カルテの受領書を、監督職員に提出すること。登録
受注時、変更時及び完了時にあらかじめ監督職員の確認を受け、登録(CORINS)の

２．工事実績情報

後、速やかに「確認書」を作成し、発注者及び請負者で取り交わすもの
とする。

明書」を作成し、監督員の承諾を受けること。リサイクル計画書を提出
・ 建設リサイクル法に基づく届出等の義務がある場合は法に基づき、「説

提出する。
の負担とする。官公署に提出した書類の控え、もしくは写しを監督員に

・ 官公署への申請手続きは請負者が行うものとし、それに伴う費用は請負

提出し、承諾を得ること。
・ 工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督職員に

職員に提出すること。
状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

・ 工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の

の円滑な進捗をはかること。
・ 請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事

上、指示に従うこと。
１．一般事項 ・ 工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督職員に報告の１

一

般

共

通

事

項

章 特　　　　記　 　事　　　　項項　　　　目

3.設計図2.特記仕様書 5.公共規格及これに準ずる規格4.共通仕様書1.入札時質疑回答書

１）本工事の設計図書等の優先順位は、下記による。
４．優先順位

ものは、監督員の指示に従い、請負金額の範囲内において施工するものとする。
２）設計図書に記載なくとも、外観上、構造上、設備上、法規上当然必要と認められる
１）本工事の設計図書に関する質疑は、工事契約前に質疑応答書をもって確かめて

３．質疑

適用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。
２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを
１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２．特記仕様

調査範囲　　※　図示   　・　監督職員の指示による　　軒

３．

解

体

施

工 ４．樹木等

・ 粉砕による解体
・ 引き抜き工法　（・　振動 ・ ケーシング ・ )

杭の解体工法

・ 行わない・ 行う
杭の解体

提出し，承諾を得ること。
工程表・施工計画書・仮設計画書等は，工事契約後速やかに監督職員に２．施工計画書等

（建設リサイクル法規則第２条）」による。
※ 解体方法及び手順は，「分別解体等に係る施工方法に関する基準

シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。
※ 解体工法は，低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ，防音１．解体工法

３．杭

・ 行う　（図示による）埋設配管
地下埋設物及び埋設配管の解体５．地下埋設物の

14.56.0
・ 門扉  （W=4.0    H=1.5   ）×    １箇所
・ シートゲート  （W=          H=      ）×      箇所

・ ガードフェンス（H= 1.5   ）

・ 利用できない
 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）７．工事用電力

・ 利用できない
６．工事用水

※ 建設リサイクル法による標識を設置する。

1　枚・ 工事表示板５．工事表示板

１．仮囲い ・ 設ける  （位置、延長等は図示）

・ 防音シート（H=     ）

・ 設けない

・　防音シート・　防音パネル２．騒音、防塵等 ※ 設ける（適用範囲、高さ等は図示)
の対策 ・ 設けない

３．交通誘導員

・ 万能鋼板  （H=          ）

 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償（小メーターを設置）・ 無償）

２

仮

設

工

事

・ パネルゲート  （W=   H=　　   ）×      箇所

５  工 事 の 概 要

４．監督職員
事務所

・ 配置しない

・ 設ける
・ 既存建物内の一部を使用する。
・ 構内に新設する  （規模   ㎡程度）
・ 備え付ける備品  （     ）

※ 設けない

・鋼板敷 　（長さ６ｍ　幅１．５ｍ　厚さ２２mm　）　　　　　枚

・ Ｃ種・ Ｂ種・ Ａ種材料の運搬 ・ Ｅ種※ Ｄ種
・ 設けない
・ 設ける

・ Ｂ種※ Ａ種外部足場
・ ローリングタワー・ 脚立、足場板等内部足場９．足場その他

(1) 請負者は、環境保全対策関係法令に従い工事現場地域の保全と、円滑な

(2) 建設機械は、排ガス対策車及び低騒音型を使用すること。

等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」に基づき施工する。
(3) 特定粉じん排出等作業(法定外建築物　作業を含む)は､「建築物の解体

(4) 本工事で使用する軽油については、ＪＩＳ規格軽油を使用すること。
(5) 受注者は、県税事務所がその他の機関と合同で行う建設機械及び本工事

より協力しなければならない。
に係る車両等を対象とする燃料の抜取調査に対しては、監督員の指示に

７．過積載による

　違法運行の防止

不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消す

※ 工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

1.積載重量制限を超過して土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

3.過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂の引き渡しを受けるな
ど、過積載を助長することのないようにすること。

4.取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、

5.建設発生土の処理及び骨材等の購入にあたって、下請業者及び骨材等
納入者の利益を不当に害することのないようにすること。

る措置を講ずること。

6.以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

８.工事現場管理

を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。

2.さし枠装着車、不表示車に土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

受注者は、工事の施工にあたっては､不法 違反無線局(不法パーソナル無線)

　することを目的とする「工事関係者連絡会議」を設置すること。

1 受注者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施

検等に協力すること。
2 発注者で組織する安全対策委員会が行う安全審査、施行条件検討、安全点

９.安全対策

有するものでなければならない。

の小黒板情報電子化

※ デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を
目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の

電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力

化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、

監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工

以下の（1）から（4）の全てを実施することとする。

事（以降「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、

（3）小黒板情報の電子的記入の取扱い

定されている写真編集には該当しない。

（1）対象機器の導入

ん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改

ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリ

スト（CRYPTREC暗号リスト）（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.ht

に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

ml」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sh

aring/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソ

限定するものではない。
フトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に

（2）デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条（1）の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場

合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録しても良い。小黒

板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領3.（3）撮影方法

による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影

響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限
定するものではない。

（4）小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条（2）に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、

「小黒板情報電子化写真」と称する）を、工事完成時に監督職員へ納品す

るものとする。なお納品時に、受注者はURL「http://www.cals.jacic.or.

又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフ

トウェアや工事写真ビュアーソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信
憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、
提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

受注者は、デジタル工事写真の小黒板の導入に必要な機器・ソフトウェア

（以降、「使用機器」と称する）については、営繕工事写真撮影要領3.（3）

撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざ

に示す小黒板情報の電子的記入については、営繕工事写真撮影要領4.で規

本工事の工事写真の取扱いは、営繕工事写真撮影要領に準ずるが、同条（2）

jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）

への届出手続等 受注者が代行し、遅滞なく行う。
工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署などへの必要な手続等は10.官公署その他

11.デジタル工事写真

・ 工事に関係部分の出入の表示を行うこと。
・ 建物周辺は，粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。

行うこと。
・ 作業通路は，指定通路表示を行い，足場等の堅固なもので頭上の保護を

保管すること。
・ 酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に10．その他

なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。

１．共通仕様
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房営繕部監修の「建築物

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

解体工事共通仕様書(令和4年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。
ただし，「解体共通仕様書」に記載されていない事項は，「公共建築工事標準仕様書（令和4
年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版）」
（以下「改修標準仕様書」という。）による。電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合

仕様書を適用する。は、それぞれの電気設備工事編及び機械設備工事編の工事標準

労働省平成21年4月策定）」によるものとし、二段手すり及び幅木の機能を

・ A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ（必要に応じ設置）

　　おくものとする。

第1-2504-3060号

－

配置場所　・図示　・（ 　　）

9

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事

防災行政無線三芳中継局解体工事
南房総市海老敷549番地
防災行政無線中継局

局舎：プレハブ造平屋建　延べ面積 約5.9㎡　解体撤去

外構：ネットフェンスH1.8ｍ 解体撤去　土間コンクリート 解体撤去

3.0

電柱・ハンドホール・電線：撤去

・ 行う　（進入道路・工事現場等必要に応じ行う）
樹木の枝払い

-

（・ 防炎シートⅠ類 ・ その他)養生シート

足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生

3  枚

※ 指定しない ・ 指定する（林道大学口上滝田線）

・砕石敷き　　（厚さ　　　mm　幅　　　　　mm）　 Ｌ＝ 　　ｍ

（通行に支障のある土砂等の撤去は請負者が行う）
８．工事用道路

・ 通行規制箇所表示板

・ 配置する（　30日　×　1人　＝　30人日）

2026.3.16

・ Ｃ種（ビル工事用）・　Ｄ種

電波塔：鉄骨造 アングル鉄塔(約18.1t)　解体撤去　発電機：撤去



○

○

○

・行わない
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千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号
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Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称
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株式会社  高橋建築計画

高 橋 光 洋

〈　建築物解体工事特記仕様書　〉

特 記 仕 様 書 ２

章 特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目

A002

　・冷媒を回収した後撤去を行う機器は下記による。

記　号

図面番号 記　号

解体事前処理（冷媒）

・冷媒を屋外機にポンプダウンした撤去を行う機器は下記による。

・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

　ように注意する。
　確認する。必要に応じて残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させない
・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油が無いことを

解体事前処理（油類タンク）６. 設備機器等３．

 
 
 
 
解
 
　
 
 
 
体
　
　
　
施
　
　
　
工
　
 
 

外灯の撤去　・行う（※図示　・　　　　）　・行わない

７. 屋外設備等

４
　
　
建
　
　
設
　
　
廃
　
　
棄
　
　
物
　
　
の
　
　
処
　
　
理

 　及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム

 　計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」

 1)「千葉県建設リサイクル推進計画2016」及び「千葉県建設リサイクル推進 1. 共通事項

排水槽等
８．浄化槽、

 ・　構外に搬出し適切に処理する。

 ・　構外指示の場所に搬出する。

 ・　構内指示の場所に敷きならす。
 ・　構内指示の場所にたい積する。

　　　受入れ施設名・所在地（km）

 　－COBRIS－」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。なお、

 　受注者は「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を工事

 　する。

 　なお、「建設副産物情報交換システム－COBRIS－」は、これを無償貸与

　◎作成対象工事

　請負金額100万円以上のすべての工事について建設資材利用、建設副産物の

　発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず作成する。

   員の確認を受け、同申請書を１部提出すること。

   の処理に先立ち、別紙の「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職

 　建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業
 者と各々建設廃棄物処理契約書を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」
 を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。

 2)「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物

 　また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び

 　「再生資源利用促進実施書」を入力システムにより作成し、その電子デー

 　後５年間保存しておくこと。

 　ターと出力した様式を各１部提出するとともに、これらの記録を工事完成

 　現場の見やすい場所に掲げなければならない。

部　位　・図示　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　

箇所数：　　箇所

・

・

２．分析調査

分析調査を行う特別管理

産業廃棄物の種類

　分析調査(第一次判定）

・PCB 含有シーリング

・PCB 含有シーリング

　分析調査(第二次判定）

部　位　・図示　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　

箇所数：　　箇所

・

備　考採取する部位・箇所数

１．施工調査 ※特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。

(1)特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所
　 名、製造年、型式、種類、数量等を調査する。

(2)特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業

(3)調査結果は調書にまとめ、監督職員に提出する。

　 廃棄物処理施設、処分条件等を調査する。

材　料　名 仕様等（型式、厚さ、数量） 調査の範囲
※　図示
・　工事対象範囲

５
　
　
特
　
別
　
管
　
理
　
産
　
業
　
廃
　
棄
　
物
　
の
　
処
　
分
　
等

　　ととし，すりへり減量を50％以下にすること。
　て利用する場合は，標準仕様書 表22.3.3の再生材クラッシャランによるこ
※　鉄筋コンクリートを現地で破砕し，再生材クラッシャラン（0～40）とし

利用する場所(箇所)等種　　　類
現場利用する再資源化された建設廃棄物

・しない
・する
・しない管・継手
・する・硬質塩化ビニル
・しないHIDランプ
・する・蛍光ランプ

名称等有無種類
再資源化施設の再資源化の建設廃棄物の

副産物の回収 回収又は処分を行う 対象機器 回収業者又は 保管場所・処分場の
及び処分 副産物の種類 名称 処分場の名称等 所在地等

・フロン

５．特殊な建設

・ハロン
・イオン化式感知器
・六フッ化硫黄(SF6)ガス

・建材用断熱材フロン

（　　　　　  　　　）
・特定化学物質

・その他特殊な建設副産物
（　　　　　  　　　）

類
廃棄物の焼却施設の解体

解体方法

・

処分方法

６．ダイオキシン

-ｽﾛﾎﾝ酸)）
・PFOS（ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ（ｵｸﾀﾝ-1

廃棄物等の ※　種類別に具体的な処理、回収計画を定め施工計画書に記載する。
処理及び回収 特別管理産業 処分場の名称 所在地等（ｋｍ）
計画 廃棄物の種類

シーリング材
・ＰＣＢ含有

・廃酸/廃アルカリ

・廃油

機器類
・ＰＣＢを含む

・ダイオキシン類

・廃石綿

３．特別管理産業

・PCB 含有シーリング分析調査

・PCBを含む機器の微量PCBの分析調査

　・

　・現場説明書による

・絶縁油のPCB含有量の分析調査

　・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法

　ニルの分析方法規定（電気技術規定JEAC1201-1991）」により行う。
　（平成4年7月3日厚生省告示第192号）」又は「絶縁油中のポリ塩化ビフェ

・ダイオキシン類のサンプリング調査

　　（平成13年4月25日付基発第401号）」により行う。

　・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱

PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器 ・　有（数量：　　）
機器類等 ・　無

PCB含有シーリング材 ・　有（施工範囲は図示）
・　無

PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に
納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

４．PCBを含む

   建設副産物の処理完了後速やかに、別紙の「建設副産物処理調書」を作成
 し、２部提出するとともに、実際に要した処理費等(受入伝票、写真等)を証
 明する資料を監督職員に提出し確認を受けること。

（　　　　　・　　　　　　　　　km）

蛍光灯

10．建設発生土の
　　処理

９．解体後の整地

受入条件
発生場所

m3建設発生土受入れ量
Ｃ種の場合

埋戻し及び盛土の材料
・　行う

解体後の埋戻し及び盛り土

・　Ａ種 ※　Ｂ種 ・　Ｃ種

・　図示（　　　／　　　図による）
整地の高さ

・　Ｄ種

・行う（※汚水、汚物等は事前回収し、洗浄、消毒等の処置を行うこと　）

   建設副産物の処理にあたって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェ

 スト方式による場合は、複写式伝票のD票(及びE票)の写しを提出すること。

 体の提出又は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録し

 た情報をパソコンにより印刷したもの（受渡確認伝票）を提出すること。

 された団体が発行する、当該工事の電子マニフェスト情報を収録した磁気媒

   また、電子マニュフェスト方式による場合は、廃棄物処理法に基づき指定

２．建築廃棄物

鉄から成る建設資材
・コンクリート及び

・コンクリート
種類

建設廃棄物の

 1)工事に伴う発生材の処分については、現場内での分別を徹底するとともに

 　原則として下記の処理施設に搬出し、再資源化すること。

・スクラップ控除

南房総市荒川地先

南房総市荒川地先

中間処理場※
最終処分場

※ 有価物処理

中間処理場※
最終処分場

中間処理場※
最終処分場

中間処理場※
○ 最終処分場

中間処理場※
○ 最終処分場

中間処理場※
○ 最終処分場

処分方法数量

・廃プラスチック類

・金属類

搬出先

搬出先

第1-2504-3060号

ｔ

ｔ

ｍ3

ｔ

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事

※図示

機 器

ルームエアコン R22TFXSE2〔ダイキン〕

冷媒R32 0.71kg

-

片道運搬距離16km

片道運搬距離16km

片道運搬距離16km
館山市笠名地先

・　再生砕石

2026.3.16

電柱の撤去　・行う（※図示2本）　・行わない

・　工作物跡地：現状ＧＬ、　園庭：現状ＧＬ

234

1.1

・有筋二次ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ4.2

南房総市荒川地先
片道運搬距離16km

南房総市荒川地先
片道運搬距離16km

6.1

18.1

・木くず類

ｍ3

ｍ3
6.0 南房総市荒川地先

片道運搬距離16km



通行規制表示板

Ｎ

県
道

８
８

号
線

ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ

林道大学口上滝田線

知恩院

正林寺

海老敷第二堰

安房ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

安
房
ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

林道増間御門線

県道２９６号線

案 内 図

工事場所

通行規制表示板

通行規制表示板

工
事
車
両
出
入
り
口

交通誘導員

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

株式会社  高橋建築計画
一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

－

2026.3.16

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

案 内 図防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 A003



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

配 置 図防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事

配 置 図 1 / 2 5 0

(撤去)

(撤去)

ネットフェンスH1800
(撤去)

土間コンクリート(撤去)

ｔ＝120　
(溶接鉄筋）

Ｎ

A004

2026.3.16

A2：1/178　A3：1/250

発電機

(撤去)



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ ＥＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 一 般 図 A005

2026.3.16

A2：1/142　A3：1/200



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 １ A006

2026.3.16

A2：1/36　A3：1/50



ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

株式会社  高橋建築計画
一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号 2026.3.16

A2：1/37　A3：1/50ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 ２ A007



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 ３ A008

2026.3.16

A2：1/37　A3：1/50



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 ４ A009

2026.3.16

A2：1/37　A3：1/50



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 ５ A010

2026.3.16

A2：1/37　A3：1/50



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 ６ A011

2026.3.16

A2：1/37　A3：1/50



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 構 造 図 ７ A012

2026.3.16

A2：1/37　A3：1/50



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 避 雷 設 備 詳 細 図 A013

2026.3.16

A2：1/71　A3：1/100



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 昇 降 用 梯 子 ・ ラ ッ ク 構 造 図 １ A014
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 昇 降 用 梯 子 ・ ラ ッ ク 構 造 図 ２ A015
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 ア ン カ ー ゲ ー ジ 構 造 図 A016

2026.3.16
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 鉄 塔 基 礎 詳 細 図 A017

(既存のまま)
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事

撤去済

撤去済

撤去済

A018

エアコン室外機
W670ｘD290ｘH530
冷媒R32 0.71kg

エアコン室内機
W790ｘD280ｘH280

局 舎 詳 細 図
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撤去済



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 A019発 電 機 詳 細 図
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 A020局 舎 鋼 材 基 礎 詳 細 図
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 A021局 舎 ・ 発 電 機 基 礎 詳 細 図

2026.3.16
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 電 気 ケ ー ブ ル ル ー ト 図 （ 全 体 ）

Ｎ

A022
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 電 気 ケ ー ブ ル ル ー ト 図 １

門柱：工事中撤去後復旧

(撤去)

コンクリート電柱（地上Ｈ5.0ｍ)

鋼管電柱（地上Ｈ4.6ｍ）

(撤去)

(電線管は撤去しない)

Ｎ

A023

H.H1
(撤去)

2026.3.16
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 電 気 ケ ー ブ ル ル ー ト 図 ２

(電線管は撤去しない)

Ｎ

A024
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埋設電線(撤去)



一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 電 気 ケ ー ブ ル ル ー ト 図 ３

Ｎ

(電線管は撤去しない)

(撤去)

A025

H.H2(撤去)

H.H3

FEP40ｘ2

FEP40ｘ
2

FEP65ｘ
2

FEP65
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一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

株式会社  高橋建築計画
高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事

Ｎ

A026

砕石舗装（RC40）

路盤：再生クラッシャーラン RC-40　厚100
　　　路床整正の上路盤材締固め

外 構 図

外 構 図 　 1 / 2 5 0

2026.3.16
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Ｎ

仮設鉄板敷き厚22mm

シートゲート

W6000
 H450

0

仮囲　成形鋼板 Ｈ3000

足場

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
：
解
体
期
間
 仮

囲
と
し
て
利
用

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

図 面 名 称 ＮＯ．工 事 名 称

株式会社  高橋建築計画
一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号

配 置 図 1 / 2 5 0

2026.3.16

A2：1/178　A3：1/250ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 仮 設 参 考 図 （ 配 置 図 ） A027



ステージ足場設置（短管+足場板）

水平安全ネット設置

①

②　③　④　⑤

ステージ足場設置（短管+足場板）

水平安全ネット設置

⑤

②

③

④

①

養生シート設置

防炎シート1類

ＴＥＬ　０４７０－２０－６１６２　ＦＡＸ　０４７０－２０－６１６３

図面名称 ＮＯ．工事名称

株 式 会 社  高 橋 建 築 計 画
一級建築士事務所
千 葉 県 知 事 登 録

一 級 建 築 士 登 録
第１６５９１０号 2026.3.16

A2：1/107　A3：1/150ＳＣＡＬＥ

Ｄ Ａ Ｔ Ｅ高 橋 光 洋

第1-2504-3060号

防 災 行 政 無 線 三 芳 中 継 局 解 体 工 事 仮 設 参 考 図 （ 立 面 ） A028
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